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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月22日に提出いたしました第44期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)有価証券報告書の記載事

項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４  提出会社の状況 

６  コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 
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第一部 【企業情報】 
  

第４  【提出会社の状況】 
  
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（訂正前） 
(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

①会社の機関の基本説明 
・当社では組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、コーポレート・ガバナンスが有効に機能すると
判断し、監査役制度を採用しております。また、平成17年６月22日より、役付取締役を廃止し、取締役会は
代表取締役並びに取締役による構成としました。これは、取締役会において取締役の本来の職責の一つであ
る企業価値増大に向けて、担当部門代表としてではなく、取締役の立場から従来以上に論議を進めることを
意図したものです。 
・取締役会は、経営の基本方針や重要事項及び法令で定められた事項など基本事項を決定するとともに、リス
ク管理や法令遵守並びに会社情報の適時適正開示に関する内部統制システムの基本方針を決定し、業務執行
を委ねる執行役員の選任及びその業務執行状況を監督する機関と位置づけております。 
・監査役は、監査役会を構成し、取締役会の議案等を事前にチェックし、取締役会に出席することにより、取
締役の職務遂行状況をチェック、確認し、適宜、意見表明を行い、経営監視を行っております。 
・取締役の選任は、取締役会において候補者を決定し、株主総会の承認を受けております。また、報酬につい
ては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。 
・監査役の選任は、監査役会の同意を得て、取締役会において候補者を決定し、株主総会の承認を受けており
ます。報酬については、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役会で決定しております。 
・執行役員の選任は代表取締役社長の推薦を受け取締役会が承認しております。報酬については代表取締役社
長が決定しております。 
・当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。 
・当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行す
ることを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により
自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。 
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・当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図式化すると次のとおりとなります。 
    

     
  

  
  

（訂正後） 
(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

①会社の機関の基本説明 
・当社では組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、コーポレート・ガバナンスが有効に機能すると
判断し、監査役制度を採用しております。また、平成17年６月22日より、役付取締役を廃止し、取締役会は
代表取締役並びに取締役による構成としました。これは、取締役会において取締役の本来の職責の一つであ
る企業価値増大に向けて、担当部門代表としてではなく、取締役の立場から従来以上に論議を進めることを
意図したものです。 
・取締役会は、経営の基本方針や重要事項及び法令で定められた事項など基本事項を決定するとともに、リス
ク管理や法令遵守並びに会社情報の適時適正開示に関する内部統制システムの基本方針を決定し、業務執行
を委ねる執行役員の選任及びその業務執行状況を監督する機関と位置づけております。 
・監査役は、監査役会を構成し、取締役会の議案等を事前にチェックし、取締役会に出席することにより、取
締役の職務遂行状況をチェック、確認し、適宜、意見表明を行い、経営監視を行っております。 
・取締役の選任は、取締役会において候補者を決定し、株主総会の承認を受けております。また、報酬につい
ては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。 
・当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。 
・監査役の選任は、監査役会の同意を得て、取締役会において候補者を決定し、株主総会の承認を受けており
ます。報酬については、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役会で決定しております。 
・執行役員の選任は代表取締役社長の推薦を受け取締役会が承認しております。報酬については代表取締役社
長が決定しております。 
・当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。 
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・当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行す
ることを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により
自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。 
・当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定め
ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を
行うことを目的とするものであります。 
・当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図式化すると次のとおりとなります。 
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